
令和 3 年(2021 年)12 月 1 日

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料

子ども教育部子ども・教育政策課
子ども教育部保育園・幼稚園課
子ども教育部子育て支援課
子ども・若者支援センター児童福祉課
子ども教育部子ども特別支援課

（第７８号議案、第７９号議案、第８２号議案、

第８３号議案、第８４号議案、第８６号議案、

第８７号議案、第８８号議案、第８９号議案）

児童相談所の設置に係る条例の制定等について

令和３年８月６日、児童福祉法施行令の一部を改正する政令（令和３年政令第２２８号）

が公布され、区は令和４年４月１日に児童相談所設置市となることとなった。

児童相談所の設置に伴い、下記議案を提案する。

記

議案名 主な内容 施行期日

第７８号議案

中野区児童福祉施設の

設備及び運営の基準に

関する条例

児童福祉法第４５条第１項の規定に基づ

き、児童福祉施設の一般原則、非常災害対

策、職員の一般的要件、虐待等の禁止等につ

いて定める。

令和４年４月１日

第７９号議案

中野区児童福祉審議会

条例

児童福祉法第８条第３項及び就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第２５条の規定に基づく

児童福祉審議会を設置し、所掌事項、組織、

委員等について定める。

※ 児童福祉審議会の設置に伴い、附則で関

係条例の規定整備を行う。（新旧対照表参

照）

令和４年４月１日

（一部は公布の

日）

第８２号議案

中野区幼保連携型認定

こども園の学級の編

制、職員、設備及び運

営の基準に関する条例

就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第１３条第

１項の規定に基づき、幼保連携型認定こど

も園の設備運営基準の目的、学級の編制の

基準、職員の配置の基準等について定める。

令和４年４月１日



第８３号議案

中野区幼保連携型認定

こども園以外の認定こ

ども園の認定の要件に

関する条例

就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第３条第１

項及び第３項の規定に基づき、幼保連携型

認定こども園以外の認定こども園の類型、

学級の編制の基準、職員の配置の基準、保育

従事職員の資格等について定める。

令和４年４月１日

第８４号議案

中野区小児慢性特定

疾病審査会条例

児童福祉法第１９条の４第１項の規定に基

づく小児慢性特定疾病審査会を設置し、所

掌事項、組織、会長等について定める。

令和４年４月１日

（一部は公布の

日）

第８６号議案

中野区児童相談所設置

条例

児童福祉法第１２条第１項の規定に基づく

児童相談所を設置し、名称、位置、所管区域

等について定める。

令和４年４月１日

第８７号議案

中野区指定障害児通所

支援の事業等の人員、

設備及び運営の基準等

に関する条例

児童福祉法第２１条の５の４第１項第２

号、第２１条の５の１７第１項各号並びに

第２１条の５の１９第１項及び第２項の規

定に基づき指定障害児通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等につい

て定める。

令和４年４月１日

第８８号議案

中野区指定障害児入所

施設等の人員、設備及

び運営の基準等に関す

る条例

児童福祉法第２４条の１２第１項及び第２

項の規定に基づき、指定障害児入所施設等

の人員、設備及び運営に関する基準等につ

いて定める。

令和４年４月１日

第８９号議案

児童自立支援施設に係

る事務の委託について

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定

により規約を定め、児童福祉法第４４条に

規定する児童自立支援施設に係る事務を東

京都に委託する。

令和４年４月１日



【附則第３項関係】中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（設備及び運営の向上等） （設備及び運営の向上等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 中野区長は、中野区児童福祉審議会条例（令和

３年中野区条例第 号）第１条に規定する中野区

児童福祉審議会の意見を聴き、放課後児童健全育

成事業者に対し、最低基準を超えてその設備及び

運営を向上させるよう勧告することができる。 

２ 中野区長は、児童の保護者その他児童福祉に係

る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業

者に対し、最低基準を超えてその設備及び運営を

向上させるよう勧告することができる。 

３ （略） ３ （略） 

第５条～第２１条 （略） 第５条～第２１条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

【附則第４項関係】中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（設備及び運営の向上等） （設備及び運営の向上等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 中野区長は、中野区児童福祉審議会条例（令和

３年中野区条例第 号）第１条に規定する中野区

児童福祉審議会の意見を聴き、家庭的保育事業者

等に対し、最低基準を超えてその設備及び運営を

向上させるよう勧告することができる。 

２ 中野区長は、児童の保護者その他児童福祉に係

る当事者の意見を聴き、家庭的保育事業者等に対

し、最低基準を超えてその設備及び運営を向上さ

せるよう勧告することができる。 

３ （略） ３ （略） 

第５条～第２１条 （略） 第５条～第２１条 （略） 

第２章～第５章 （略） 第２章～第５章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 


